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研究要旨 

日本では、児童虐待による死亡事例等重大事案については、地方公共団体の責務として検証を

行うこととなっており、その結果を報告書としてまとめ、その多くが公表されている。これらを

概観すると、検証報告が責務となって約 20年経た今でも、多くの事例で繰り返して示される共通

の課題や改善に向けた提言が認められる。課題や提言が繰り返される背景に、どのような要因や

解決できない障壁等があるのか。それらを明らかにする必要がある。 

以上の問題意識のもと、本研究は以下の目的で行われているものである。 

① 地方公共団体による検証報告書の内容について、児童虐待死事例の特徴、死亡等に至った要

因、対応の経過と課題、今後に向けた提言等を精査、分析すること。 

② 共通して見出された課題や提言等が、児童相談所等の支援機関や地域の対応システムにどの

ように生かされ、実効性のある取り組みとして展開されているかについて、その障壁となる

要因も含めて実態を明らかにすること。 

③ 地方公共団体による検証報告書の分析や実態調査から得られた結果を踏まえて、児童相談所

等における適切なシステムの在り方やチェック機能等を整理し、提示すること。 

これらを踏まえて、以下の３段階で研究を進めることとした。 

第１段階：地方公共団体による死亡事例に関する検証報告書や死亡事例に関する研究等、既存デ

ータ等の分析を通して、虐待死を防げなかった背景、対応上の課題等を整理する。 

第２段階：児童相談所と市町村で児童虐待の対応に当たっている（当たっていた）エキスパート

実務経験者（10年以上）に半構造化面接を行い、現状課題と改善が進まない背景要因と解決策に

ついて分析、考察する。 

第３段階：第２段階を踏まえて児童相談所と市町村に質問紙調査を行い、背景要因を明らかにし、

解決策を提示する。 

 本年度は、３年計画で実施される研究の第２段階にあたる。 
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   Ⅰ．問題と目的 

児童虐待による死亡事例等重大事例の検

証が国及び地方自治体の責務になった経緯

は次の通りである。 

2004 年４月に改正され、同年 10 月に施

行された児童虐待の防止等に関する法律の

一部を改正する法律において、新たに第４

条第５項が設けられ、国及び地方公共団体

の責務として、「児童虐待の防止等のために

必要な事項についての調査研究及び検証を

行う」ことが明記された。こうした状況を踏

まえ、社会保障審議会児童部会の下に「児童

虐待等要保護事例の検証に関する専門委員

会」（以下、検証委員会）が設置された。検

証委員会では、様々な専門分野で構成され

る有識者が、継続的・定期的に全国の児童虐

待による死亡事例等を分析・検証し、全国の

児童福祉関係者が認識すべき共通の課題と

その対応を取りまとめるとともに、制度や

その運用についての改善を促すことをねら

いとしたもので、2005 年４月に第１次報告

が公開され、以降毎年報告されて、現在は第

20 次報告が公開されている。 

また、2007年の児童虐待防止法改正では、

国及び地方公共団体に対して「児童虐待を

受けた児童がその心身に著しく重大な被害

を受けた事例の分析を行う」こと、すなわち

虐待による重大事例についての検証を地方

公共団体の責務とした。厚生労働省は、法改

正後に、「地方公共団体における児童虐待に

よる死亡事例等の検証について」（雇用均

等・児童家庭局総務課長通知）を発出してい

るが、そこでは、「検証の対象は、都道府県

又は市町村が関与していた虐待による死亡

事例（心中を含む）全てを検証の対象とす

る」とし、「児童虐待を受けた児童がその心

身に著しく重大な被害を受けた事例の分析」

を行う責務が明記された。 

 以降、地方公共団体では、虐待による死亡

事例で把握可能なものは全て検証の調査対

象とし、特に重大事例が発生した場合、当該

地方公共団体が検証し、その結果を報告書

としてまとめ、その多くが公開されている。 

これらの報告書は、2007年の法改正の翌

年に発せられた通知「地方公共団体におけ

る児童虐待による死亡事例等の検証につい

て」に概ね則って作成されており、事例の概

要、関係機関の対応の経過、明らかとなった

問題点・課題、問題点・課題に対する提言

（当該自治体及び国に対するもの）という

視点で構成されており、2008年度から 2022

年度までで、総計 226 報告書が公開されて

いる。 

これまで、児童虐待防止に関する様々な

研究において、これらの報告書が参考文献

等として活用されている（例えば、増沢高他

（2012、2013年）「児童虐待重大事例の分析

（第１報、第２報）」子どもの虹情報研修セ

ンター）。しかし、全ての報告書の検証内容

について、総合的に分析した研究は、なされ

ていない。 

報告書を概観すると、多くの事例で共通

した課題と、特異な事例ゆえに生じている

課題がある。また報告書では、課題の改善策

が提言として示されているが、検証報告が

責務となって約 20 年が過ぎた現在までの

間、繰り返し示される提言内容も認められ

る。 

死亡事例の防止においては、同様の課題

や提言が繰り返し、示され続けている背景

理由や解決できない障壁等を明らかにする

必要がある。その上で、背景理由や障壁等を

解決し、地域の適切な児童虐待防止対応を

展開していく有効な改善策を見出すことが

重要である。 
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そこで本研究の目的は、以下の３点とす

る。 

① 地方公共団体による検証報告書の内容

について、事例の特徴、死亡等に至った

要因、対応の経過と課題、今後に向けた

提言等を精査、分析すること。 

② 共通して見出された課題や提言等が、児

童相談所等の支援機関や地域の対応シ

ステムにどのように生かされ、実効性の

ある取り組みとして展開されているか

について、その障壁となる要因も含めて

実態を調査し、明らかにすること。 

③ 地方公共団体による検証報告書の分析

や実態調査から得られた結果を踏まえ

て、児童相談所等における適切なシステ

ムの在り方やチェック機能等を整理し、

提示すること。 

 

 

Ⅱ．本研究の流れ 

本研究は以下の３つの段階で計画してい

る（図１）。 

第１段階：地方公共団体による死亡事例に

関する検証報告書報告等、既存データ等を

分析する。 

これには大きく以下のものを対象とする。 

①虐待による死亡事例に関する国内の 

先行研究等の分析 

②虐待による死亡事例に関する海外の 

先行研究の分析 

③地方公共団体による検証報告書の 

内容の分析 

これらの分析を通して、虐待死を防げな

かった背景、対応上の課題等を整理、分析、

考察する。 

 

第２段階：課題と改善策に関する児童相談

所と市町村の課題及び改善が進まない背景

要因と解決策について、エキスパートへの

面接調査により深く分析し、改善の手立て

を検討する。 

 第１段階で見いだされた課題、特に繰り

返し指摘されている課題等について、その

背景要因を多角的な視点（支援者個人の要

因、組織的要因、体制的要因、社会的要因等）

から分析するため、児童相談所や市町村で

児童虐待防止に長期に携わってきたエキス

パートに半構造化面接を行い、背景要因を

浮き彫りにするとともに、課題解決に向け

た有効な取り組み等について分析し、改善

に必要な手立てを考察する。 

 

第３段階：課題と改善策に関する児童相談

所と市町村の現状及び改善が進まない背景

要因と解決策についての実証的研究をする。 

 これについては以下の流れで行う。 

① 課題と改善策の現状、改善が進まな

い背景要因を把握するための調査票の作成 

 第２段階のヒアリング調査の分析結果を

踏まえて質問紙調査票を作成する。質問紙

調査票は児童相談所と市町村対象の２種類

を作成する。いくつかの児童相談所及び市

町村に予備調査を行い、質問項目の妥当性

を検討する。 

② 児童虐待の対応における課題と、そ

の改善に向けた全国調査の実施 

作成した質問紙調査票を用いて、全国の

児童相談所および市町村（大規模、中規模、

小規模の区分別に、市町村数全体の 30％の

ランダム抽出）のこども家庭センター等に
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所属する職員を対象に調査を実施する。 

調査結果について、児童相談所と市町村

別（規模別も含む）に課題や障壁となってい

る要因と各要因の関係性のメカニズム及び

課題解決に有効な要素を検討する。 

 ③ この検討を踏まえて、課題を解決し

ていくために必要な視点や手立てについて

考察し、その結果を提言として報告する。 

 

 

 

 

（図１）本研究の３つの段階 

 

 

 Ⅲ．本年度の研究 

本年度は、３年計画で実施される研究の

第１段階にあたる地方公共団体による検証

報告書の内容の分析の継続と、第２段階に

あたる、課題が解決されず改善が進まない

背景要因と解決策について、エキスパート

への面接調査により深く分析し、改善の手

立てを検討するものである。 

 

研究は以下の３つに分かれる。 

①地方公共団体が行った児童虐待による死

亡事例等の検証報告書の分析（１年目の継

続） 

②児童相談所と市町村の現状及び改善が進

まない背景要因の検討（エキスパート 16人

のインタビュー調査の分析） 

③児童虐待対応エキスパートへのインタビ

ュー調査のテキストマイニングによる分析 

 

①については、１年目の研究に引き続き、

地方公共団体が行っている虐待による死亡

事例の検証報告書を分析対象とし、事例の

特徴、事例特徴別での虐待死を防げなかっ

た背景、対応上の課題、提言等を分析、考察

する。 

②については、児童相談所と市町村の業

    

虐待による死亡事例に関する
先行研究のレビュー 

虐待による死亡事例等の検証
報告の分析：課題等の抽出とデ

ータベース化 

児童相談所や市町村で児童虐
待防止に携わる支援者へのヒ

アリング調査 
・指摘される課題が繰り返され
る背景要因の分析 

・課題解決に向けた有効な取り
組みの検討 

全国の児童相談所及び市町村
の児童虐待対応部署に対する

質問紙調査の実施 

児童虐待対応の課題と改善に
向けた取り組みに関する質問
紙調査票の作成 

・指摘される課題が繰り返さ

れる背景因子の抽出とそれら
の関係性（メカニズム）と解決
に向けた手立ての明確化 

・課題解決に向けた有効な取
り組みの提言 
・児童相談所・市町村の対応機

能に関する評価項目の提示 
 

既存のデータ分析 仮説生成的研究 実証研究 
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務へ、長年に渡って従事されてきた複数の

リーダー的エキスパート（10 年以上）に、

半構造化面接を行うこととした。面接では、

死亡事例の検証の在り方や検証報告の活用

の在り方も含め、上記の状況が改善されな

い背景要因について、支援者個人から組織

文化に至る構造的な問題まで、踏み込んで

検討し、考察する。 

③については、②のエキスパートに対す

るインタビュー調査の記録を基にして、そ

うしたエキスパートがどのような実践知を

得てきたのかについて、テキストマイニン

グの手法を用いて課題の全体像を俯瞰、確

認、整理する。 

 ①から③について各研究班を構成し分析

を行う。本報告書では各班の担うテーマ別

に、研究目的、研究方法、結果と考察を報告

する（本報告書の１から３）。 

 第２段階の研究の中心となる分析対象は

②で、③はそれを客観的に補完するもので

ある。 

これらの分析から見いだされた、課題認

識、改善の障壁、改善策等をもとに質問項目

を作成し、最終年度の全国調査につなげ、課

題解決に向けた提言を行うこととする。 
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